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8条-別紙 1-1 

 

 

原子炉施設は、安全機能の重要度分類がクラス１、２、３に属する構築物、系統及び機器に対し

て、適切な火災防護対策を講じる設計とする。 

原子炉を停止し、放射性物質の閉じ込め機能を維持し、また、停止状態にある場合は引き続きそ

の状態を維持するために必要な構築物、系統及び機器（以下「原子炉の安全停止に必要な機器等」

という。）、放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を維持するために必要な構築物、系統及び機器（以

下「放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機器等」という。）、並びに、使用済燃料貯蔵設備にお

いて、使用済燃料の冠水を確保し、冷却機能を維持するために必要な構築物、系統及び機器（以下

「使用済燃料の冠水等に必要な機器等」という。）を安全機能の重要度分類に基づき選定し、当該機

器を火災防護対象機器とする（第 1表参照）。なお、火災防護対象機器を駆動若しくは制御するケー

ブルを火災防護対象ケーブルとする。 

以下に、原子炉の安全停止に必要な機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機器等、並

びに、使用済燃料の冠水等に必要な機器等の選定について示す。 

 

（a） 原子炉の安全停止に必要な機器等の選定 

原子炉の安全停止に必要な機器等の選定フローを第 1図に示す。第 1図に示すとおり、原子炉

の安全停止に必要な機器等は、「停止機能」を有する構築物、系統及び機器を、原子炉の安全停止

に必要な機器等に選定した上で、以降のフローにおいて、「冷却機能」及び「閉じ込め機能」の喪

失を組み合せた想定を踏まえ、原子炉の安全停止に必要な機器等に該当するものを選定する。 

 

 

第 1図 原子炉の安全停止に必要な機器等の選定フロー 

 

原子炉施設に火災（ナトリウムが漏えいした場合に生じるナトリウムの燃焼を含む。）が発生

し、これを検知した場合、運転員の手動スクラム操作により原子炉を停止する。このため、「停止

機能」を有する「原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能（ＭＳ－１）」を有する構築物、系統及び
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機器をその関連系を含め原子炉の安全停止に必要な機器等とした。なお、「原子炉の緊急停止及び

未臨界維持機能（ＭＳ－１）」の関連系は、「炉心形状の維持機能（ＰＳ－１）」の構築物、系統及

び機器を包含する。 

※ 手動スクラムでは、手動スクラムボタンを押すことにより、制御棒及び後備炉停止制御棒

の各駆動機構の保持電磁石の励磁を切り、制御棒及び後備炉停止制御棒を自重落下及びスプ

リング力で加速して、炉心に落下・挿入させることで、原子炉を停止することができる。ま

た、制御棒及び後備炉停止制御棒の各駆動機構の保持電磁石の励磁を直接切り、制御棒及び

後備炉停止制御棒を炉心に落下・挿入させることで、原子炉を停止することもできる。 

原子炉施設に火災が発生し、これを検知した場合、運転員の手動スクラム操作により原子炉を

停止するものの、内部火災を起因として、原子炉保護系の作動を伴う運転時の異常な過渡変化又

は設計基準事故の起因となる異常事象が発生する可能性がある（別添 3参照）ことを踏まえ、「工

学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能（ＭＳ－１）」を有する構築物、系統及び

機器をその関連系を含め原子炉の安全停止に必要な機器等とした。 

原子炉を停止した後、炉心の崩壊熱を除去し、原子炉の停止状態を安全に維持するための「冷

却機能」には、「原子炉停止後の除熱機能（ＭＳ－１）」が該当し、当該機能を有する構築物、系

統及び機器をその関連系を含め原子炉の安全停止に必要な機器等とした。なお、「原子炉停止後の

除熱機能（ＭＳ－１）」の関連系は、「原子炉冷却材バウンダリ機能（ＰＳ－１）」、「２次冷却材を

内蔵する機能（通常運転時の炉心の冷却に関連するもの）（ＰＳ－３）」の構築物、系統及び機器

を包含する。 

原子炉を停止した後、炉心の崩壊熱を除去し、原子炉の停止状態を安全に維持することによ

り、「閉じ込め機能」は、「原子炉停止後の除熱機能（ＭＳ－１）」の関連系に包含される「原子炉

冷却材バウンダリ機能（ＰＳ－１）」により達成できる。 

また、原子炉の安全停止状態を監視する観点で、中央制御室及び監視に必要な計器等への電源

を含む「安全上特に重要な関連機能（ＭＳ－１）」を原子炉の安全停止に必要な機器等とした。な

お、放射性物質の閉じ込めは、原子炉冷却材バウンダリ機能により達成されるため、放射性物質

が系統外に放出されることはないものの、その状況を監視する観点で、「事故時のプラント状態の

把握機能」及び「安全上重要な関連機能（ＭＳ－２）」を有する構築物、系統及び機器も原子炉の

安全停止に必要な機器等とした。 

上記の検討結果を踏まえ、以下の安全機能を有する構築物、系統及び機器を原子炉の安全停止

に必要な機器等とした。 

（１）原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能（ＭＳ－１） 

※ 関連系は、炉心形状の維持機能（ＰＳ－１）の構築物、系統及び機器を包含す

る。 

（２）原子炉停止後の除熱機能（ＭＳ－１） 

※ 関連系は、原子炉冷却材バウンダリ機能（ＰＳ－１）、２次冷却材を内蔵する機

能（通常運転時の炉心の冷却に関連するもの）（ＰＳ－３）の構築物、系統及び

機器を包含する。 

（３）工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能（ＭＳ－１） 

（４）安全上特に重要な関連機能（ＭＳ－１） 
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（５）事故時のプラント状態の把握機能（ＭＳ－２） 

（６）安全上重要な関連機能（ＭＳ－２） 

さらに、原子炉保護系（スクラム）の作動により原子炉が自動停止（スクラム）した場合、又

は、原子炉を手動スクラムにより停止した場合、１次主冷却系にあっては、外部電源喪失時及び

１次主循環ポンプに係る故障時を除き、１次主循環ポンプの駆動用主電動機による強制循環運転

に移行すること、２次主冷却系の主冷却機にあっては、主送風機は停止され、自然通風除熱に移

行し、その際に、熱衝撃による影響を緩和することを目的に、主送風機の停止を迅速に行うため

主送風機の電磁ブレーキを作動すること、自然通風除熱時には、原子炉冷却材温度制御系により

主冷却機のインレットベーンと入口ダンパの開度を自動で調整することに鑑み、「通常運転時の冷

却材の循環機能（ＰＳ－３）」及び１次主循環ポンプの駆動用主電動機の動作に必要な電源を含む

「電源供給機能（非常用を除く。）（ＰＳ－３）」、「通常運転時の最終ヒートシンクへの熱輸送機能

（ＰＳ－３）」並びに「プラント計測・制御機能（安全保護機能を除く。）（ＰＳ－３）」を有する

構築物、系統及び機器も原子炉の安全停止に必要な機器等として選定する。 

また、中央制御室が使用できない場合において、中央制御室以外の場所から原子炉を停止さ

せ、崩壊熱を除去し、及び必要なパラメータを監視するための「制御室外からの安全停止機能

（ＭＳ－３）」を有する構築物、系統及び機器、並びに、制御棒の誤引抜きを防止するための「出

力上昇の抑制機能（ＭＳ－３）」を有する構築物、系統及び機器も原子炉の安全停止に必要な機器

等として選定する。 

上記を踏まえ、以下の（７）～（12）の安全機能を有する構築物、系統及び機器も原子炉の安

全停止に必要な機器等とした。 

（７）通常運転時の冷却材の循環機能（ＰＳ－３） 

（８）電源供給機能（非常用を除く。）（ＰＳ－３） 

（９）通常運転時の最終ヒートシンクへの熱輸送機能（ＰＳ－３） 

（10）プラント計測・制御機能（安全保護機能を除く。）（ＰＳ－３） 

（11）制御室外からの安全停止機能（ＭＳ－３） 

（12）出力上昇の抑制機能（ＭＳ－３） 

 

（b） 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機器等の選定 

放射性物質の貯蔵に係る以下の安全機能を有する構築物、系統及び機器を放射性物質の貯蔵

に必要な機器等とした。なお、「原子炉冷却材バウンダリ機能（ＰＳ－１）」は、原子炉の安全

停止に必要な機器等として選定しており、ここでの記載は省略した。 

（13）原子炉カバーガス等のバウンダリ機能（ＰＳ－２） 

（14）原子炉冷却材バウンダリに直接接続されていないものであって、放射性物質を

貯蔵する機能（ＰＳ－２） 

（15）燃料を安全に取り扱う機能（ＰＳ－２） 

（16）１次冷却材を内蔵する機能（ＰＳ－１以外のもの）（ＰＳ－３） 

（17）放射性物質の貯蔵機能（ＰＳ－３） 

（18）核分裂生成物の原子炉冷却材中への放散防止機能（ＰＳ－３） 

また、放射性物質の閉じ込めに係る以下の安全機能を有する構築物、系統及び機器を放射性
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物質の閉じ込めに必要な機器等とした。なお、「工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号

の発生機能（ＭＳ－１）」、「安全上特に重要な関連機能（ＭＳ－１）」及び「安全上重要な関連

機能（ＭＳ－２）」は、原子炉の安全停止に必要な機器等として選定しており、ここでの記載は

省略した。 

（19）１次冷却材漏えい量の低減機能（ＭＳ－１） 

（20）放射性物質の閉じ込め機能（ＭＳ－１） 

（21）放射線の遮蔽及び放出低減機能（ＭＳ－２） 

 

（c） 使用済燃料の冠水等に必要な機器等の選定 

使用済燃料貯蔵設備の水冷却池において、使用済燃料の冠水の確保及び冷却機能の維持は、

以下の安全機能を有する構築物、系統及び機器により達成できる。このため、当該機能を有す

る構築物、系統及び機器を使用済燃料の冠水等に必要な機器等とした。 

（22）燃料プール水の保持機能（ＭＳ－２） 

さらに、水冷却浄化設備（ＭＳ－２に属するものを除く。）については、通常状態において、

使用済燃料貯蔵設備の水冷却池に、燃料プール水を補給するための「燃料プール水の補給機能

（ＭＳ－３）」を有する構築物、系統及び機器も使用済燃料の冠水等に必要な機器等として選定

する。 

上記を踏まえ、以下の安全機能を有する構築物、系統及び機器も使用済燃料の冠水等に必要

な機器等とした。 

（23）燃料プール水の補給機能（ＭＳ－３） 
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構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
 

原
子
炉
停
止
後
の
除
熱
機
能
 

①
 
１
次
主
冷
却
系
 

１
）
１
次
主
循
環
ポ
ン
プ
ポ
ニ
ー
モ
ー
タ

 

〇
 

―
 

―
 

２
）
逆
止
弁
 

②
 
２
次
主
冷
却
系
 

１
）
主
冷
却
機
（
主
送
風
機
を
除
く
。）

 

放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
機
能
 

①
 
格
納
容
器
 

―
 

〇
 

―
 

②
 
格
納
容
器
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
属
す
る
配
管
・
弁
 

安
全
上
必
須
な
そ
の
他
の
構
築
物
、

系
統
及
び
機
器
 

工
学
的
安
全
施
設
及
び
原
子
炉
停
止
系
へ
の

作
動
信
号
の
発
生
機
能
 

①
 
原
子
炉
保
護
系
（
ス
ク
ラ
ム
）
 

〇
 

―
 

―
 

②
 
原
子
炉
保
護
系
（
ア
イ
ソ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
 

安
全
上
特
に
重
要
な
関
連
機
能
 

①
 
中
央
制
御
室
 

〇
 

―
 

―
 

②
 
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
電
源
系
（
Ｍ
Ｓ
－
１
に
関
連
す
る
も
の
）
 

③
 
交
流
無
停
電
電
源
系
（
Ｍ
Ｓ
－
１
に
関
連
す
る
も
の
）
 

④
 
直
流
無
停
電
電
源
系
（
Ｍ
Ｓ
－
１
に
関
連
す
る
も
の
）
 

Ｐ
Ｓ
－
２
 

そ
の
損
傷
又
は
故
障
に
よ
り
発
生
す

る
事
象
に
よ
っ
て
、
燃
料
の
多
量
の

破
損
を
直
ち
に
引
き
起
こ
す
お
そ
れ

は
な
い
が
、
敷
地
外
へ
の
過
度
の
放

射
性
物
質
の
放
出
の
お
そ
れ
の
あ
る

構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
 

原
子
炉
カ
バ
ー
ガ
ス
等
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
機
能
 

①
 
１
次
ア
ル
ゴ
ン
ガ
ス
系
 

１
）
原
子
炉
カ
バ
ー
ガ
ス
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
属

す
る
容
器
・
配
管
・
弁
（
た
だ
し
、
計
装
等
の

小
口
径
の
も
の
を
除
く
。
）
 

―
 

〇
 

―
 

②
 
原
子
炉
容
器
 

１
）
本
体
（
原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
属

す
る
も
の
及
び
計
装
等
の
小
口
径
の
も
の
を

除
く
。）

 

③
 
１
次
主
冷
却
系
 

１
）
原
子
炉
カ
バ
ー
ガ
ス
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
属

す
る
容
器
・
配
管
・
弁
（
原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ

ン
ダ
リ
に
属
す
る
も
の
及
び
計
装
等
の
小
口

径
の
も
の
を
除
く
。
）
 

④
 
１
次
オ
ー
バ
フ
ロ
ー
系
 

１
）
原
子
炉
カ
バ
ー
ガ
ス
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
属

す
る
容
器
・
配
管
・
弁
（
た
だ
し
、
計
装
等
の

小
口
径
の
も
の
を
除
く
。
）
 

⑤
 
１
次
ナ
ト
リ
ウ
ム
充
填
・
ド
レ
ン
系

 
１
）
原
子
炉
カ
バ
ー
ガ
ス
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
属

す
る
容
器
・
配
管
・
弁
（
た
だ
し
、
計
装
等
の

小
口
径
の
も
の
を
除
く
。
）
 

⑥
 
回
転
プ
ラ
グ
（
た
だ
し
、
計
装
等
の
小
口
径
の
も
の
を
除
く
。
）
 

燃
料
を
安
全
に
取
り
扱
う
機
能
 

①
 
核
燃
料
物
質
取
扱
設
備
 

―
 

〇
 

―
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8条-別紙 1-7 

①
 
原
子
炉
の
安
全
停
止
／
②
 
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
／
③
 
使
用
済
燃
料
の
冠
水
等
 

安
全
機
能
の
重
要
度
分
類
 

分
類
 

（
〇
：
選
定
）
 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
、
系
統
又
は
機
器
 

①
 

②
 

③
 

Ｐ
Ｓ

-２
 

そ
の
損
傷
又
は
故
障
に
よ
り
発
生
す

る
事
象
に
よ
っ
て
、
燃
料
の
多
量
の

破
損
を
直
ち
に
引
き
起
こ
す
お
そ
れ

は
な
い
が
、
敷
地
外
へ
の
過
度
の
放

射
性
物
質
の
放
出
の
お
そ
れ
の
あ
る

構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
 

原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
直
接
接
続
さ

れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
放
射
性
物
質
を

貯
蔵
す
る
機
能
 

①
 
原
子
炉
附
属
建
物
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設

備
 

１
）
貯
蔵
ラ
ッ
ク
 

―
 

〇
 

―
 

２
）
水
冷
却
池
 

②
 
第
一
使
用
済
燃
料
貯
蔵
建
物
使
用
済
燃

料
貯
蔵
設
備
 

１
）
貯
蔵
ラ
ッ
ク
 

２
）
水
冷
却
池
 

③
 
第
二
使
用
済
燃
料
貯
蔵
建
物
使
用
済
燃

料
貯
蔵
設
備
 

１
）
貯
蔵
ラ
ッ
ク
 

２
）
水
冷
却
池
 

④
 
気
体
廃
棄
物
処
理
設
備
 

１
）
ア
ル
ゴ
ン
廃
ガ
ス
処
理
系
 

Ｍ
Ｓ
－
２
 

Ｐ
Ｓ
－
２
の
構
築
物
、
系
統
及
び
機

器
の
損
傷
又
は
故
障
が
及
ぼ
す
敷
地

周
辺
公
衆
へ
の
放
射
線
の
影
響
を
十

分
小

さ
く

す
る

よ
う

に
す

る
構

築

物
、
系
統
及
び
機
器
 

燃
料
プ
ー
ル
水
の
保
持
機
能
 

①
 
原
子
炉
附
属
建
物
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設

備
 

１
）
水
冷
却
池
 

―
 

―
 

〇
 

２
）
水
冷
却
浄
化
設
備
の
う
ち
、
サ
イ
フ
ォ
ン

ブ
レ
ー
ク
弁
 

②
 
第
一
使
用
済
燃
料
貯
蔵
建
物
使
用
済
燃

料
貯
蔵
設
備
 

１
）
水
冷
却
池
 

２
）
水
冷
却
浄
化
設
備
の
う
ち
、
サ
イ
フ
ォ
ン

ブ
レ
ー
ク
弁
 

③
 
第
二
使
用
済
燃
料
貯
蔵
建
物
使
用
済
燃

料
貯
蔵
設
備
 

１
）
水
冷
却
池
 

２
）
水
冷
却
浄
化
設
備
の
う
ち
、
サ
イ
フ
ォ
ン

ブ
レ
ー
ク
弁
 

放
射
線
の
遮
蔽
及
び
放
出
低
減
機
能
 

①
 
外
周
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
 

―
 

〇
 

―
 

②
 
ア
ニ
ュ
ラ
ス
部
排
気
系
 

１
）
ア
ニ
ュ
ラ
ス
部
排
気
系
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
部

常
用
排
気
フ
ィ
ル
タ
を
除
く
。）

 

③
 
非
常
用
ガ
ス
処
理
装
置
 

④
 
主
排
気
筒
 

⑤
 
放
射
線
低
減
効
果
の
大
き
い
遮
蔽
（
安
全
容
器
及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
遮
へ
い
体
冷
却
系
を
含

む
。
）
 

異
常
状
態
へ
の
対
応
上
特
に
重
要
な

構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
 

事
故
時
の
プ
ラ
ン
ト
状
態
の
把
握
機
能
 

①
 
事
故
時
監
視
計
器
の
一
部
 

〇
 

―
 

―
 

安
全
上
特
に
重
要
な
そ
の
他
の
構
築

物
、
系
統
及
び
機
器
 

安
全
上
重
要
な
関
連
機
能
 

①
 
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
電
源
系
（
Ｍ
Ｓ
－
１
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
 

〇
 

―
 

―
 

②
 
交
流
無
停
電
電
源
系
（
Ｍ
Ｓ
－
１
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
 

③
 
直
流
無
停
電
電
源
系
（
Ｍ
Ｓ
－
１
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
 

[9]



  

8条-別紙 1-8 

①
 
原
子
炉
の
安
全
停
止
／
②
 
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
／
③
 
使
用
済
燃
料
の
冠
水
等
 

安
全
機
能
の
重
要
度
分
類
 

分
類
 

（
〇
：
選
定
）
 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
、
系
統
又
は
機
器
 

①
 

②
 

③
 

Ｐ
Ｓ

-３
 

異
常
状
態
の
起
因
事
象
と
な
る
も
の

で
あ
っ
て
Ｐ
Ｓ
－
１
、
Ｐ
Ｓ
－
２
以

外
の
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
 

１
次
冷
却
材
を
内
蔵
す
る
機
能
（
Ｐ
Ｓ
－
１
以

外
の
も
の
）
 

①
 
１
次
ナ
ト
リ
ウ
ム
純
化
系
の
う
ち
、
１
次
冷
却
材
を
内
蔵
し
て
い
る
か
、
又
は
内
蔵
し
得
る

容
器
・
配
管
・
ポ
ン
プ
・
弁
（
た
だ
し
、
計
装
等
の
小
口
径
の
も
の
を
除
く
。）

 

―
 

〇
 

―
 

②
 
１
次
オ
ー
バ
フ
ロ
ー
系
の
う
ち
、
１
次
冷
却
材
を
内
蔵
し
て
い
る
か
、
又
は
内
蔵
し
得
る
容

器
・
配
管
・
ポ
ン
プ
・
弁
（
た
だ
し
、
計
装
等
の
小
口
径
の
も
の
を
除
く
。
）
 

③
 
１
次
ナ
ト
リ
ウ
ム
充
填
・
ド
レ
ン
系
の
う
ち
、
１
次
冷
却
材
を
内
蔵
し
て
い
る
か
、
又
は
内

蔵
し
得
る
容
器
・
配
管
・
弁
（
Ｐ
Ｓ
－
１
に
属
す
る
も
の
及
び
計
装
等
の
小
口
径
の
も
の
を
除
く
。
） 

Ｐ
Ｓ
－
３
 

異
常
状
態
の
起
因
事
象
と
な
る
も
の

で
あ
っ
て
Ｐ
Ｓ
－
１
、
Ｐ
Ｓ
－
２
以

外
の
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
 

２
次
冷
却
材
を
内
蔵
す
る
機
能
（
通
常
運
転
時

の
炉
心
の
冷
却
に
関
連
す
る
も
の
）
 

①
 
２
次
主
冷
却
系
、
２
次
補
助
冷
却
系
、
２

次
ナ
ト
リ
ウ
ム
純
化
系
及
び
２
次
ナ
ト
リ
ウ

ム
充
填
・
ド
レ
ン
系
 

１
）
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
属
す
る
容
器
・
配

管
・
ポ
ン
プ
・
弁
（
た
だ
し
、
計
装
等
の
小
口

径
の
も
の
を
除
く
。
）
 

〇
 

―
 

―
 

放
射
性
物
質
の
貯
蔵
機
能
 

①
 
液
体
廃
棄
物
処
理
設
備
 

―
 

〇
 

―
 

②
 
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
設
備
 

通
常
運
転
時
の
冷
却
材
の
循
環
機
能
 

①
 
１
次
主
冷
却
系
 

 
 
１
）
１
次
主
循
環
ポ
ン
プ
 

ⅰ
）
１
次
主
循
環
ポ
ン
プ
本
体
（
循
環
機
能
）
 

〇
 

―
 

―
 

ⅱ
）
主
電
動
機
 

②
 
２
次
主
冷
却
系
 

 
 
１
）
２
次
主
循
環
ポ
ン
プ
 

ⅰ
）
２
次
主
循
環
ポ
ン
プ
本
体
（
循
環
機
能
）
 

ⅱ
）
電
動
機
 

通
常
運
転
時
の
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
の
熱

輸
送
機
能
 

①
 
２
次
主
冷
却
系
 

 
 
１
）
主
送
風
機
 

ⅰ
）
電
動
機
 

〇
 

―
 

―
 

ⅱ
）
電
磁
ブ
レ
ー
キ
 

電
源
供
給
機
能
（
非
常
用
を
除
く
。
）
 

①
 
一
般
電
源
系
（
受
電
エ
リ
ア
）
 

〇
 

―
 

―
 

プ
ラ
ン
ト
計
測
・
制
御
機
能
（
安
全
保
護
機
能

を
除
く
。
）
 

①
 
原
子
炉
冷
却
材
温
度
制
御
系
（
関
連
す
る
プ
ロ
セ
ス
計
装
及
び
制
御
用
圧
縮
空
気
設
備
を
含

む
。
）
 

〇
 

―
 

―
 

原
子
炉
冷
却
材
中
放
射
性
物
質
濃
度

を
通
常
運
転
に
支
障
の
な
い
程
度
に

低
く
抑
え
る
構
築
物
、
系
統
及
び
機

器
 

核
分
裂
生
成
物
の
原
子
炉
冷
却
材
中
へ
の
放

散
防
止
機
能
 

①
 
炉
心
構
成
要
素
 

１
）
炉
心
燃
料
集
合
体
 

 
 
ⅰ
）
被
覆
管
 

―
 

〇
 

―
 

２
）
照
射
燃
料
集
合
体
 

 
 
ⅰ
）
被
覆
管
 

Ｍ
Ｓ
－
３
 

運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
が
あ
っ

て
も
Ｍ
Ｓ
－
１
、
Ｍ
Ｓ
－
２
と
あ
い

ま
っ
て
、
事
象
を
緩
和
す
る
構
築
物
、

系
統
及
び
機
器
 

制
御
室
外
か
ら
の
安
全
停
止
機
能
 

①
 
中
央
制
御
室
外
原
子
炉
停
止
盤
（
安
全
停
止
に
関
連
す
る
も
の
）
 

〇
 

―
 

―
 

燃
料
プ
ー
ル
水
の
補
給
機
能
 

①
 
原
子
炉
附
属
建
物
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設

備
 

１
）
水
冷
却
浄
化
設
備
（
Ｍ
Ｓ
－
２
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。）

 

―
 

―
 

〇
 

②
 
第
一
使
用
済
燃
料
貯
蔵
建
物
使
用
済
燃

料
貯
蔵
設
備
 

１
）
水
冷
却
浄
化
設
備
（
Ｍ
Ｓ
－
２
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。）

 

③
 
第
二
使
用
済
燃
料
貯
蔵
建
物
使
用
済
燃

料
貯
蔵
設
備
 

１
）
水
冷
却
浄
化
設
備
（
Ｍ
Ｓ
－
２
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。）

 

出
力
上
昇
の
抑
制
機
能
 

①
 
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
系
 

１
）
制
御
棒
引
抜
き
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
系

 
〇
 

―
 

―
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8条-別紙 1-9 

①
 
原
子
炉
の
安
全
停
止
／
②
 
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
／
③
 
使
用
済
燃
料
の
冠
水
等
 

安
全
機
能
の
重
要
度
分
類
 

分
類
 

（
〇
：
選
定
）
 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
、
系
統
又
は
機
器
 

①
 

②
 

③
 

Ｍ
Ｓ
－
３
 

異
常
状
態
へ
の
対
応
上
必
要
な
構
築

物
、
系
統
及
び
機
器
 

緊
急
時
対
策
上
重
要
な
も
の
及
び
 

異
常
状
態
の
把
握
機
能
 

①
 
事
故
時
監
視
計
器
（
Ｍ
Ｓ
－
２
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）

 

―
 

―
 

―
 

②
 
放
射
線
管
理
施
設
（
Ｍ
Ｓ
－
２
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）

 

③
 
通
信
連
絡
設
備
 

④
 
消
火
設
備
 

⑤
 
安
全
避
難
通
路
 

⑥
 
非
常
用
照
明
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8条-別紙 1-別添 1-1 

 

別添 1 

火災防護対象機器に対する火災防護対策の基本的な考え方 

 

火災防護対象機器として選定した、原子炉を停止し、放射性物質の閉じ込め機能を維持し、また、

停止状態にある場合は引き続きその状態を維持するために必要な構築物、系統及び機器（以下「原子

炉の安全停止に必要な機器等」という。）、放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を維持するために必要

な構築物、系統及び機器（以下「放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機器等」という。）及び使

用済燃料貯蔵設備において、使用済燃料の冠水を確保し、冷却機能を維持するために必要な構築物、

系統及び機器（以下「使用済燃料の冠水等に必要な機器等」という。）における火災防護対策の基本

的な考え方を示す。 

 

「玄海原子力発電所３号炉及び４号炉に係る新規制基準適合性の視点及び確認事項（平成２９年１

月１８日時点、原子力規制部 新規制基準適合性チーム）」の設置許可基準規則第 8条（火災による損

傷の防止）の抜粋を添付 1に示す。安全機能を有する構築物、系統及び機器の抽出方針において、こ

こでは、火災により安全機能が損なわれないとし、火災防護の対象から除外する技術的な根拠として、

『環境条件から火災が発生しない』、『不燃性材料で構成されている』、『フェイルセーフ設計のため機

能に影響を及ぼさない』及び『代替手段により機能を達成できる』ことが例示されており、玄海原子

力発電所３号炉及び４号炉では、『（１）火災起因事象において、当該機器の安全機能が原子炉の安全

停止に必須でない機器（原子炉格納容器スプレイ系統等）』、『（２）代替手段により同一機能を確保で

きる機器（上流で隔離可能な弁等）』、『（３）火災による誤作動を考慮しても原子炉の安全停止に影響

を及ぼさない機器（制御棒等）』及び『（４）安全停止を達成する系統上のタンク等の不燃性材料で構

成される機器（タンク、安全弁等）』については、「安全機能を有する機器等＊1」から除外している。

また、「安全機能を有する機器等」については、火災の発生防止、火災の早期感知及び消火並びに火

災の影響軽減の３つの深層防護の概念に基づき、必要な火災防護対策を行うことを定め、その他のも

のについては、設備等に応じた火災防護対策を行うことを定めることとしている。 

＊1： 原子炉を安全に停止する（原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、これを維持すること

をいう。）ために必要な安全機能を有する構築物、系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は

閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器をいう。 

 

「女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（令和 2年 3月 27日

時点、原子力規制部 新規制基準適合性チーム）」の設置許可基準規則第 8条（火災による損傷の防止）

の抜粋を添付 2に示す。安全機能を有する構築物、系統及び機器の抽出方針において、ここでは、火

災により安全機能が損なわれないとし、火災防護の対象から除外する技術的な根拠として、『環境条

件から火災が発生しない』、『不燃性材料で構成されている』、『フェイルセーフ設計のために機能に影

響を及ぼさない』及び『代替手段により機能を達成できる』ことが例示されていることは同じである

が、女川原子力発電所２号炉では、当該事由による除外を実施しないものとしている。ただし、火災

防護対象機器の火災防護対策については、同様の観点での分類を実施し、①火災防護対策に係る審査

基準に基づく火災防護対策、又は②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策を適用するものとし

ている。「第 683回 原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合の資料１－１－３ 女川原子力

[12]



8条-別紙 1-別添 1-2 

 

発電所２号炉 設計基準対処施設」の該当する箇所の抜粋を添付 3に示す。 

 

「常陽」にあっては、最新の知見を反映し、「女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審

査の視点及び確認事項（令和 2年 3月 27日時点、原子力規制部 新規制基準適合性チーム）」を参考

に、火災防護対象機器を設定しているため、火災防護対象機器の火災防護対策の適用にあっても、当

該事例と同じとする。 

[13]



玄
海
原
子
力

発
電

所
３

号
炉

及
び

４
号

炉
に
係
る
新
規
制
基
準
適
合
性
審
査
の
視
点
及
び
確
認
事

項
 

平
成
２

９
年

１
月

１
８

日
時

点
 

原
子
力
規

制
部

 新
基

準
適

合
性

審
査

チ
ー

ム
 

添付1

8条-別紙1-別添1-3 [14]



１
．
火
災
区
域
又
は
火
災
区
画
の
設
定

 

設
置
許
可
基
準
規
則

/解
釈
（
ガ
イ
ド
）
 

審
査
の
視
点
及
び
確
認
事
項
 

確
認
結
果
（
玄
海

3･
4
号
炉
）

 

2.
基
本
事
項

(1
)
原

子
炉

施
設

内
の

火
災

区
域

又
は

火
災

区
画

に
設

置

さ
れ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
構
造
物
、
系
統
及
び
機
器

を
火
災
か
ら
防
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
以
下
に

示
す
火
災
区
域
及
び
火
災
区
画
の
分
類
に
基
づ
い
て
、

火
災
発
生
防
止
、
火
災
の
感
知
及
び
消
火
、
火
災
の
影

響
軽

減
の

そ
れ

ぞ
れ

を
考

慮
し

た
火

災
防

護
対

策
を

講
じ
る
こ
と
。
 

①
原
子
炉
の
高
温
停
止
及
び
低
温
停
止
を
達
成
し
、
維
持

す
る
た
め
の
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
、
系
統
及
び

機
器
が
設
置
さ
れ
る
火
災
区
域
及
び
火
災
区
画
 

②
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
機
能
を
有
す
る
構

築
物
、
系
統
及
び
機
器
が
設
置
さ
れ
る
火
災
区
域
。
 

火
災
の
発
生
防
止
、
火
災
の
感
知
及
び
消
火
並
び
に
火
災

の
影
響
軽
減
の
そ
れ
ぞ
れ
を
考
慮
し
た
火
災
防
護
対
策
を
講

じ
る
た
め
、
火
災
区
域
又
は
火
災
区
画
を
設
定
し
て
い
る
か
。 

（
１
）
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
の
抽

出
方
針
 

（
１
－
１
）
原
子
炉
を
安
全
に
停
止
す
る
（
本
節
に
お
い
て
、

「
原
子
炉
を
安
全
に
停
止
す
る
」
と
は
、
原
子
炉
の
高
温
停

止
及
び
低
温
停
止
を
達
成
し
、
こ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
を
い

う
。）

た
め
に
必
要
な
安
全
機
能
 

①
重
要

度
分
類
審
査

指
針
等
に
基

づ
き
、
安
全

機
能
及
び

安
全

機
能
を
有
す

る
機
器
等
に

つ
い
て
、
火

災
の
影
響

に
対

し
て
原
子
炉

の
安
全
停
止

や
放
射
性
物

質
の
貯
蔵

等
に
必
要
な
も
の
を
抽
出
す
る
こ
と
を
確
認
。（

サ
ポ
ー

ト
系

や
事
故
時
の

状
態
監
視
機

能
も
含
め
て

選
定
を
行

う
。）

②
火

災
に

よ
り

安
全

機
能

が
損

な
わ

れ
な

い
と

す
る

場

合
、

火
災
防
護
の

対
象
か
ら
除

外
す
る
技
術

的
な
根
拠

を
確
認
。

（
除
外
理
由
の
例
）

・
 
環
境
条
件
か
ら
火
災
が
発
生
し
な
い
 

・
 
不
燃
材
料
で
構
成
さ
れ
て
い
る

 

・
 
フ

ェ
イ
ル
セ

ー
フ
設
計

の
た

め
機
能
に

影
響
を
及

ぼ

さ
な
い
 

・
 
代
替
手
段
に
よ
り
機
能
を
達
成
で
き
る
 

＜
Ｂ
Ｗ
Ｒ
＞
 

・
 
格

納
容
器
内

の
機
器
等

を
、

通
常
運
転

時
は
窒
素

置

換
に
よ
り
不

活
性
化
さ

れ
て

い
る
た
め

除
外
す
る

場

合
、
起
動
／

停
止
操
作

時
や

定
期
検
査

時
に
不
活

性

化
さ
れ
な
い

期
間
が
あ

る
こ

と
に
留
意

し
、
当
該

期

間
中
の
火
災
発
生
防
止
、
火
災
の
感
知
及
び
消
火
、
火

災
の
影
響
軽

減
の
そ
れ

ぞ
れ

を
考
慮
し

た
火
災
防

護

対
策
の
方
針
と
す
る
こ
と
を
確
認
。（

定
期
検
査
時
に

持
ち
込
ま
れ

る
可
燃
性

物
質

に
よ
る
火

災
等
は
審

査

基
準
対
象
外

と
さ
れ
る

も
の

の
、
定
期

検
査
時
自

体

が
対
象
外
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
。）

 

①
 

原
子
炉
を
安
全
に
停
止
す
る
（
本
節
に
お
い
て
、「

原
子
炉
を
安
全
に
停
止
す
る
」
と
は
、
原
子
炉
の
高
温
停
止
及
び
低
温

停
止
を
達
成
し
、
こ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
を
い
う
。）

た
め
に
必
要
な
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
並
び

に
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
機
能
を
有
す
る
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
（
以
下
「
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
等
」

と
い
う
。）

を
、
火
災
か
ら
防
護
す
る
対
象
と
し
て
抽
出
す
る
方
針
と
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
 

原
子
炉
の
高
温
停
止
及
び
低
温
停
止
を
達
成
し
、
維
持
（
以
下
「
原
子
炉
の
安
全
停
止
」
と
い
う
。
）
す
る
た
め
に
必
要
な

以
下
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
の
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
を
「
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
器
等
」
と
し
て
選
定

す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。（

資
料
２
）
 

a.
反
応
度
制
御
機
能

b.
１
次
冷
却
系
統
の
イ
ン
ベ
ン
ト
リ
と
圧
力
の
制
御
機
能

c.
崩
壊
熱
除
去
機
能

d.
プ
ロ
セ
ス
監
視
機
能

e.
サ
ポ
ー
ト
（
電
源
、
補
機
冷
却
水
、
換
気
空
調
等
）
機
能

②
 

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
火
災
を
想
定
し
た
場
合
に
、
火
災
を
起
因
と
す
る
事
象
に
対
し
て
機
能
要
求
が
必
須
で
な

い
機
器
、
代
替
手
段
に
よ
り
同
一
機
能
を
確
保
で
き
る
機
器
、
火
災
に
よ
る
誤
動
作
を
考
慮
し
て
も
原
子
炉
の
安
全
停
止

に
影

響
を

及
ぼ
さ

な
い

機
器

及
び
安

全
停
止

を
達

成
す

る
系
統

上
の
タ

ン
ク

等
の

不
燃
材

で
構
成

さ
れ

る
機

器
等
に

つ

い
て
は
、
火
災
か
ら
防
護
す
る
対
象
と
し
て
抽
出
し
な
い
方
針
と
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
 

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
火
災
の
発
生
を
想
定
し
た
場
合
に
、
以
下
の
機
器
は
、
必
要
と
な
る
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
な
い

こ
と
か
ら
「
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
等
」
か
ら
除
外
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

(１
)火

災
起
因
事
象
に
お
い
て
、
当
該
機
器
の
安
全
機
能
が
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
須
で
な
い
機
器
（
原
子
炉
格
納
容

器
ス
プ
レ
イ
系
統
等
）
 

(２
)代

替
手
段
に
よ
り
同
一
機
能
を
確
保
で
き
る
機
器
（
上
流
で
隔
離
可
能
な
弁
等
）
 

(３
)火

災
に
よ
る
誤
動
作
を
考
慮
し
て
も
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
機
器
（
制
御
棒
等
）
 

(４
)安

全
停
止
を
達
成
す
る
系
統
上
の
タ
ン
ク
等
の
不
燃
材
で
構
成
さ
れ
る
機
器
（
タ
ン
ク
、
安
全
弁
等
）
 

④
補
足
説
明
資
料
に
お
い
て
、
安
全
重
要
度
分
類
審
査
指
針
（
除
外
理
由
込
み
）
と
の
対
比
、
系
統
概
要
図
、
配
置
図
等
に

て
防
護
す
る
対
象
が
整
理
さ
れ
示
さ
れ
て
い
る
。
 

8条-別紙1-別添1-4 [15]

takamatsu.misao
ハイライト表示

takamatsu.misao
ハイライト表示



設
置
許
可
基
準
規
則

/解
釈
（
ガ
イ
ド
）
 

審
査
の
視
点
及
び
確
認
事
項
 

確
認
結
果
（
玄
海

3･
4
号
炉
）

 

③
補
足
説
明
資
料
で
①
、
②
の
結
果
、
防
護
対
象
と
し
て
抽

出
さ

れ
た
機
器
等

を
リ
ス
ト
化

す
る
と
と
も

に
、
配
置

図
等
で
配
置
が
示
さ
れ
て
い
る
か
。

（
１
－
２
）
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
機
能
（
抽

出
手
順
は
原
子
炉
の
安
定
停
止
に
必
要
な
機
器
等
の
場
合
と

同
様
。）

 

（
資
料
２
）
 

添
付
資
料
１

 
運
転
状
態
の
整
理
 

添
付
資
料
２

 
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
系
統
 

高
温
停
止
及
び
低
温
停
止
の
達
成
と
そ
の
後
の
低
温
停
止
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
を
整
理
し
、
そ
の
機
能
を
達

成
す
る
た
め
に
必
要
な
系
統
及
び
機
器
を
網
羅
的
に
抽
出
し
て
い
る
（
運
転
モ
ー
ド
の
抽
出
他
）
。
 

添
付
資
料
３

 
保
安
規
定
に
基
づ
く
必
要
な
プ
ロ
セ
ス
監
視
計
器
の
選
定
に
つ
い
て
 

添
付
資
料
６

 
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
設
備
に
お
け
る
換
気
空
調
設
備
の
抽
出
に
つ
い
て
 

添
付
資
料
７

 
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
設
備
に
お
け
る
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
統
の
必
要
性
に
つ
い
て
 

添
付
資
料
４

 
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
器
リ
ス
ト

 

添
付
資
料
５

 
重
要
度
分
類
審
査
指
針
と
の
比
較
 

添
付
資
料
１
１

 
火
災
防
護
と
溢
水
防
護
に
お
け
る
防
護
対
象
の
比
較
に
つ
い
て
 

（
資
料
１
０
）
 

添
付
資
料
１

 
安
全
上
の
機
能
別
重
要
度
分
類
に
係
る
定
義
及
び
機
能
 

添
付
資
料
２

 
重
要
度
分
類
審
査
指
針
に
基
づ
く
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
又
は
閉
じ
込
め
機
能
を
有
す
る
設
備
 

添
付
資
料
３

 
放
射
性
物
質
貯
蔵
等
の
機
器
等
の
配
置
を
明
示
し
た
図
面
 

安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
等
の
配
置
を
踏
ま
え
て
、
火
災

区
域
を
設
定
し
て
い
る
か
。
 

①
「
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
等
の
抽
出
」
に
お
い
て
防
護

対
象
と
し
て
抽
出
さ
れ
た
機
器
等
を
内
包
す
る
よ
う
、
耐

火
壁
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
、
他
の
区
域
と
分
離
さ
れ
て
い
る

区
域
を
、
火
災
区
域
と
し
て
設
定
す
る
と
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
。
な
お
、
壁
等
に
よ
り
区
域
化
さ
れ
て
い
な
い
場

合
に
は
、
火
災
区
域
の
設
定
の
考
え
方
を
確
認
。

②
火

災
区

域
を

細
分

化
す

る
場

合
、

火
災

区
域

を
分

割
し

た
、
耐
火
壁
等
に
よ
り
分
離
さ
れ
た
火
災
防
護
上
の
区
画

を
、
火
災
区
画
と
し
て
設
定
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
確

認
。

①
 

安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
等
を
設
置
す
る
区
域
で
あ
っ
て
、
耐
火
壁
に
よ
っ
て
他
の
区
域
と
分
離
さ
れ
て
い
る
区
域
を
火

災
区
域
と
し
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

具
体
的
に
は
、
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
等
を
設
置
す
る
火
災
区
域
は
、
３
時
間
以
上
の
耐
火
能
力
を
有
す
る
耐
火
壁
と

し
て
、
３
時
間
耐
火
に
設
計
上
必
要
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
厚
で
あ
る

15
0
m
m
以
上
の
壁
厚
を
有
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
又
は

火
災
耐
久
試
験
に
よ
り
３
時
間
以
上
の
耐
火
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
耐
火
壁
（
貫
通
部
シ
ー
ル
、
防
火
扉
、
防

火
ダ
ン
パ
）
に
よ
り
他
の
区
域
と
分
離
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

屋
外
の
火
災
区
域
は
、
他
の
区
域
と
分
離
し
て
火
災
防
護
対
策
を
実
施
す
る
た
め
に
、「

安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
、
系

統
及
び
機
器
」
に
お
い
て
選
定
す
る
機
器
等
を
設
置
す
る
区
域
を
、
火
災
区
域
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

②
 

ま
た

、
火

災
区

域
を
耐

火
壁
等

に
よ

り
さ

ら
に
細

分
化
し

た
も

の
を

火
災
区

画
と
し

て
設

定
し

て
い
る

こ
と
を

確
認

し

8条-別紙1-別添1-5 [16]



設
置
許
可
基
準
規
則

/解
釈
（
ガ
イ
ド
）
 

審
査
の
視
点
及
び
確
認
事
項
 

確
認
結
果
（
玄
海

3･
4
号
炉
）

 

 

③
 補

足
説

明
資

料
で

設
定

さ
れ

た
火

災
区

域
/
火

災
区

画

を
、

図
面

等
で

示
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
示

さ
れ

て
い

る

か
。
（
内
包
す
る
防
護
対
象
機
器
等
が
わ
か
る
よ
う
に
す

る
こ
と
。）

 

  

た
。
 

 

③
 
補
足
説
明
資
料
に
お
い
て
、
火
災
区
域
又
は
火
災
区
画
の
配
置
図
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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２
．
火
災
防
護
計
画
の
策
定
す
る
た
め
の
方
針
 

設
置
許
可
基
準
規
則

/解
釈
（
ガ
イ
ド
）
 

審
査
の
視
点
及
び
確
認
事
項
 

確
認
結
果
（
玄
海

3
・
4
号
炉
）
 

(2
)
火

災
防

護
対

策
並

び
に

火
災

防
護

対
策

を
実

施
す

る

た
め
に
必
要
な
手
順
、
機
器
及
び
職
員
の
体
制
を
含
め

た
火
災
防
護
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。
 

（
参
考
）
 

審
査
に
当
た
っ
て
は
、
本
基
準
中
に
あ
る
（
参
考
）
に
示

す
事
項
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
。
ま
た
、
上
記
事
項
に
記

載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
JE

AC
46
26

-2
01
0
及

び
JE
AG
46
07

-2
01
0
を
参
照
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
本
基
準
の
要
求
事
項
の
中
に
は
、
基
本
設
計
の
段

階
に

お
い
て
そ

れ
が
満
足
さ
れ

て
い
る
か

否
か
を
確
認

す

る
こ

と
が
で
き

な
い
も
の
も
あ

る
が
、
そ

の
点
に
つ
い

て

は
詳

細
設
計
の

段
階
及
び
運
転

管
理
の
段

階
に
お
い
て

確

認
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

火
災
防
護
計
画
に
つ
い
て
 

１
．
原
子
炉
施
設
設
置
者
が
、
火
災
防
護
対
策
を
適
切
に
実

施
す

る
た

め
の

火
災

防
護

計
画

を
策

定
し

て
い

る
こ

と
。
 

２
．
同
計
画
に
、
各
原
子
炉
施
設
の
安
全
機
能
を
有
す
る
構

築
物

、
系

統
及
び

機
器
の
防

護
を
目

的
と
し

て
実
施
さ

れ
る

火
災

防
護
対

策
及
び
計

画
を
実

施
す
る

た
め
に
必

要
な

手
順

、
機
器

、
組
織
体

制
が
定

め
ら
れ

て
い
る
こ

と
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
組
織
体
制
は
下
記
に
関
す
る
内

容
を
含
む
。
 

①
事
業
者
の
組
織
内
に
お
け
る
責
任
の
所
在
。

②
同
計
画
を
遂
行
す
る
各
責
任
者
に
委
任
さ
れ
た
権
限
。

③
同

計
画
を
遂

行
す
る
た
め
の

運
営
管
理

及
び
要
員
の

確

保
。
 

３
．
同
計
画
に
、
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
、
系
統
及
び

機
器
を
火
災
か
ら
防
護
す
る
た
め
、
以
下
の

3
つ
の
深

層
防

護
の

概
念
に

基
づ
い
て

火
災
区

域
及
び

火
災
区
画

を
考

慮
し

た
適
切

な
火
災

防
護

対
策

が
含
ま

れ
て
い
る

こ
と
。
 

①
火
災
の
発
生
を
防
止
す
る
。

火
災

防
護
対
策

を
実
施
す
る
た

め
に
必
要

な
手
順
、
機

器

及
び
体
制
等
を
定
め
る

火
災
防
護
計
画
を
策
定
す

る
と
し
て

い
る
か
。
 

①
対

象
範

囲
と
し

て
、
原

子
炉

施
設

全
体
を

対
象
と

す
る

計
画

で
あ

り
、

外
部
火

災
に

対
す

る
消
火

活
動
等

も
含

め
て
い
る
こ
と
を
確
認
。

②
火

災
防

護
対
策

並
び
に

火
災

防
護

対
策
を

実
施
す

る
た

め
に

必
要

な
手

順
、
機

器
及

び
組

織
体
制

を
定
め

る
と

し
て
い
る
こ
と
を
確
認
。

※
組
織
体
制
は
下
記
の
内
容
を
含
む
。
 


事
業
者
の
組
織
内
に
お
け
る
責
任
の
所
在
。
 


同
計
画
を
遂
行
す
る
各
責
任
者
に
委
任
さ
れ
た
権
限
。
 


同

計
画

を
遂
行

す
る
た

め
の

運
営

管
理
及

び
要
員

の
確

保
。
 

③
安

全
機

能
を
有

す
る
構

築
物

、
系

統
及
び

機
器
を

火
災

か
ら
防
護
す
る
た
め
、
以
下
の

3
つ
の
深
層
防
護
の
概

念
に

基
づ

い
て

火
災
区

域
及

び
火

災
区
画

を
考
慮

し
た

適
切

な
火

災
防

護
対

策
が

含
ま

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
。


火
災
の
発
生
を
防
止
す
る
。


火
災
を
早
期
に
感
知
し
て
速
や
か
に
消
火
す
る
。


消

火
活

動
に
よ

り
、
速

や
か

に
鎮

火
し
な

い
事
態

に
お

い
て

も
、

原
子

炉
の
高

温
停

止
及

び
低
温

停
止
の

機
能

が
確

保
さ

れ
る

よ
う
に

、
当

該
安

全
機
能

を
有
す

る
構

築
物
、
系
統
及
び
機
器
を
防
護
す
る
。

①
 

原
子
炉
施
設
全
体
を
対
象
と
す
る
計
画
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

設
計
基
準
対
象
施
設
の
う
ち
、
安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
等
以
外
の
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
火
災
防
護
対
策
を
行
う
と
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
 

外
部
火
災
に
つ
い
て
は
、
安
全
施
設
を
外
部
火
災
か
ら
防
護
す
る
た
め
の
運
用
等
を
定
め
る
。
 

②
 

火
災
防
護
対
策
及
び
計
画
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
手
順
、
防
護
す
る
た
め
の
機
器
、
組
織
体
制
を
定
め
る
こ
と

を
確

認
し
た
。
 

具
体
的
に
、
火
災
防
護
計
画
に
は
、
計
画
を
遂
行
す
る
た
め
の
体
制
、
責
任
の
所
在
、
責
任
者
の
権
限
、
体
制
の
運
営
管

理
、
必
要
な
要
員
の
確
保
及
び
教
育
訓
練
、
火
災
発
生
防
止
の
た
め
の
活
動
、
火
災
防
護
設
備
の
保
守
点
検
及
び
火
災
情

報
の
共
有
化
等
、
火
災
防
護
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
対
策
並
び
に
火
災
発
生
時
の
対
応
等
、
火
災
防
護
対
策
を
実
施

す
る
た
め
に
必
要
な
手
順
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

（
教
育
）
 

発
電
用
原
子
炉
施
設
内
の
火
災
区
域
又
は
火
災
区
画
に
設
置
さ
れ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
を

火
災
か
ら
防
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
火
災
か
ら
防
護
す
べ
き
機
器
等
、
火
災
の
発
生
防
止
、
火
災
の
感
知
及
び
消

火
並
び
に
火
災
の
影
響
軽
減
の
そ
れ
ぞ
れ
を
考
慮
し
た
以
下
の
教
育
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

a.
火
災
区
域
及
び
火
災
区
画
の
設
定

b.
火
災
か
ら
防
護
す
べ
き
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器

c.
火
災
か
ら
防
護
す
べ
き
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
器
等

d.
火
災
か
ら
防
護
す
べ
き
放
射
性
物
質
貯
蔵
等
の
機
器
等

e.
火
災
の
発
生
防
止
対
策

f.
火
災
感
知
設
備

g.
消
火
設
備

h.
火
災
の
影
響
軽
減
対
策

i.
火
災
影
響
評
価

（
訓
練
）
 

発
電
用
原
子
炉
施
設
内
の
火
災
区
域
又
は
火
災
区
画
に
設
置
さ
れ
る
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
を

火
災
か
ら
防
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
消
火
器
及
び
水
に
よ
る
初
期
消
火
活
動
等
に
つ
い
て
、
所
員
に
よ
る
消
防
訓

練
、
消
防
要
員
等
に
よ
る
総
合
的
な
訓
練
及
び
運
転
員
に
よ
る
運
転
操
作
等
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。
 

③
 

安
全
機
能
を
有
す
る
機
器
等
を
火
災
か
ら
防
護
す
る
た
め
、
火
災
の
発
生
防
止
、
火
災
の
感
知
及
び
消
火
並
び
に
火
災
の
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設
置
許
可
基
準
規
則

/解
釈
（
ガ
イ
ド
）
 

審
査
の
視
点
及
び
確
認
事
項
 

確
認
結
果
（
玄
海

3
・
4
号
炉
）
 

②
火
災
を
早
期
に
感
知
し
て
速
や
か
に
消
火
す
る
。

③
消

火
活

動
に

よ
り

、
速

や
か

に
鎮

火
し

な
い

事
態

に

お
い

て
も

、
原

子
炉
の

高
温

停
止

及
び

低
温

停
止

の

機
能

が
確

保
さ

れ
る
よ

う
に

、
当

該
安

全
機

能
を

有

す
る
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
を
防
護
す
る
。

４
．

同
計
画
が

以
下
に
示
す
と

お
り
と
な

っ
て
い
る
こ

と

を
確
認
す
る
こ
と
。
 

①
原

子
炉

施
設

全
体

を
対

象
と

す
る

計
画

に
な

っ
て

い

る
こ
と
。

②
原

子
炉

を
高

温
停

止
及

び
低

温
停

止
す

る
機

能
の

確

保
を

目
的

と
し

た
火
災

の
発

生
防

止
、

火
災

の
感

知

及
び

消
火

、
火

災
に
よ

る
影

響
の

軽
減

の
各

対
策

の

概
要
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

影
響
軽
減
の
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
火
災
防
護
対
策
に
つ
い
て
も
同
計
画
に
定
め
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

具
体
的
に
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
並
び
に
重
大
事
故
等
対
処
施
設
に

つ
い
て
は
、
火
災
の
発
生
防
止
、
火
災
の
早
期
感
知
及
び
消
火
並
び
に
火
災
の
影
響
軽
減
の
３
つ
の
深
層
防
護
の
概
念
に

基
づ
き
、
必
要
な
火
災
防
護
対
策
を
行
う
こ
と
を
定
め
、
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
、
重
大
事
故
等
に
柔
軟
に
対
応

す
る
た
め
の
多
様
性
拡
張
設
備
、
そ
の
他
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
は
、
設
備
等
に
応
じ
た
火
災
防
護
対
策
を
行

う
こ
と
を
定
め
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
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8条-別紙 1-別添 2-1 

 

別添 2 

火災防護対象機器に対する火災防護対策 

 

選定した火災防護対象機器については、火災によりその安全機能が損なわれることがないように、

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」及び「原子力発電所の内部火災影

響評価ガイド」（以下「審査基準等」という。）を参考に火災の発生防止、火災の感知及び消火並びに

火災の影響軽減の三方策を適切に組み合わせた火災防護対策を講じることを基本とする。ただし、火

災防護対象機器等のうち、以下の（ⅰ）～（ⅳ）のいずれかに該当し、火災の発生防止又は火災の影

響軽減に係る措置を講じているものにあっては、「消防法」や「建築基準法」に基づき、機器等に応

じた火災防護対策を講じることで、火災により安全機能が損なわれることがないものとする。 

（ⅰ） 環境条件から火災が発生するおそれのないもの 

（ⅱ） 不燃性材料で構成されているもの 

（ⅲ） フェイルセーフ設計のため機能に影響を及ぼさないもの 

（ⅳ） 代替手段により必要な機能を達成できるもの 

以下に、原子炉の安全停止に必要な機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機器等及び使

用済燃料の冠水等に必要な機器等に対して、火災による影響を評価した結果を示す。また、添付 1に

原子炉の安全停止に必要な機器等、放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機器等並びに使用済燃料

の冠水等に必要な機器等のリストを、添付 2にそれぞれの機器等に対する火災防護対策を火災の発生

防止、火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減ごとに整理した結果を示す。 

なお、原子炉の安全停止に必要な機器等について、当該機器は、火災の影響軽減のため、その相互

の系統分離及びそれらに関連する非安全系のケーブルとの系統分離を行うことに鑑み、不燃性材料で

ある配管を基本的に除き、各機能に該当又は関連する機器（ポンプ、ファン、容器、弁（他系統との

境界となるものを含む。）、計器類、電源盤等）を抽出した。 

 

（a） 原子炉の安全停止に必要な機器等に係る火災防護対策 

（１）原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能（ＭＳ－１） 

原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能には、制御棒及び制御棒駆動系による主炉停止系と後

備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系による後備炉停止系が該当する。また、当該機能

の関連系である炉心形状の維持機能（ＰＳ－１）には、炉心構成要素及び炉心構造物が該当す

る。これらの機器等の概略図を第 1図に示す【後日提示】。 

このうち、制御棒、後備炉停止制御棒、制御棒駆動系（下部案内管）、後備炉停止制御棒駆

動系（下部案内管）、炉心構成要素（計測線付実験装置を除く。）及び炉心構造物については、

原子炉容器内に設置されており、環境条件から火災が発生するおそれはなく、火災によりその

機能が影響を受けることはない。また、これらの機器は、不燃性材料で構成されており、火災

によってその機能に影響が及ぶおそれもない。 

制御棒駆動系（上部案内管）及び後備炉停止制御棒駆動系（上部案内管）については、不燃

性材料で構成されており、火災によってその機能に影響が及ぶおそれはない。 

計測線付実験装置について、計測線付実験装置の本体は、不燃性材料で構成されており、火

災によってその機能に影響が及ぶおそれはない。なお、温度等を測定するための計測線が火災
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により影響を受けたとしても、炉心形状の維持機能を喪失することはない。 

制御棒駆動系（駆動機構）及び後備炉停止制御棒駆動系（駆動機構）については、フェイル

セーフ設計とし、火災による駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が発生した場合、

又は誤作動を考慮しても、原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態を維持す

ることにより、原子炉施設の安全上支障がない状態を維持できるように設計している。なお、

火災が発生し、これを検知した場合には、運転員により原子炉を手動スクラムすることを定め、

この場合、制御棒及び後備炉停止制御棒は、制御棒駆動系（駆動機構）及び後備炉停止制御棒

駆動系（駆動機構）から切り離され自重落下及びスプリング加速により炉心に挿入される。 

以上より、原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能及び関連系である炉心形状の維持機能を有

する機器等については、消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策を講じる設計とする。 

 

（２）原子炉停止後の除熱機能（ＭＳ－１） 

原子炉停止後の除熱機能には、１次主冷却系のうち、１次主循環ポンプポニーモータと逆止

弁、２次主冷却系のうち、主冷却機（主送風機を除く。）が該当する。なお、ここでは、機器

等の抽出に当たって、１次主循環ポンプポニーモータの作動に必要な１次主循環ポンプのメカ

ニカルシール及び軸受に用いる潤滑油ポンプを含めた。また、当該機能の関連系である原子炉

冷却材バウンダリ機能（ＰＳ－１）には、原子炉容器の本体、並びに、１次主冷却系、１次補

助冷却系及び１次ナトリウム充填・ドレン系のうち、原子炉冷却材バウンダリに属する容器・

配管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小口径のものを除く。）が、２次冷却材を内蔵する機能

（通常運転時の炉心冷却に関連するもの）（ＰＳ－３）には、２次主冷却系、２次補助冷却系、

２次ナトリウム純化系及び２次ナトリウム充填・ドレン系のうち、冷却材バウンダリに属する

容器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小口径のものを除く。）が該当する。これらの機

器等の概略図を第 2図～第 3図に示す【後日提示】。 

【以下、火災による影響評価の詳細は、後日提示】 

 

（３）工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能（ＭＳ－１） 

工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能には、安全保護回路として、原子

炉保護系（スクラム）、原子炉保護系（アイソレーション）並びにこれらに関連する核計装及

びプロセス計装が該当する。これらの機器の概略図を第 4図に示す【後日提示】。 

【以下、火災による影響評価の詳細は、後日提示】 

 

（４）安全上特に重要な関連機能（ＭＳ－１） 

安全上特に重要な関連機能には、中央制御室、非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に関連す

るもの）、交流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの）及び直流無停電電源系（ＭＳ－１に

関連するもの）が該当する。これらの機器の概略図を第 5図に示す【後日提示】。 

【以下、火災による影響評価の詳細は、後日提示】 

 

 

（５）事故時のプラント状態の把握機能（ＭＳ－２） 
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事故時のプラント状態の把握機能には、事故時監視計器の一部として、格納容器内高線量エ

リアモニタが該当する。 

【以下、火災による影響評価の詳細は、後日提示】 

 

（６）安全上重要な関連機能（ＭＳ－２） 

安全上重要な関連機能には、非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。）、交

流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。）及び直流無停電電源系（ＭＳ－１に属する

ものを除く。）が該当する（第 5図参照）。 

【以下、火災による影響評価の詳細は、後日提示】 

 

（７）通常運転時の冷却材の循環機能（ＰＳ－３） 

通常運転時の冷却材の循環機能には、１次主冷却系のうち１次主循環ポンプの本体（循環機

能）及び主電動機、並びに、２次主冷却系のうち２次主循環ポンプの本体（循環機能）及び電

動機が該当する。これらの機器の概略図を第 6図に示す【後日提示】。 

【以下、火災による影響評価の詳細は、後日提示】 

 

（８）通常運転時の最終ヒートシンクへの熱輸送機能（ＰＳ－３） 

通常運転時の最終ヒートシンクへの熱輸送機能には、２次主冷却系のうち主送風機の電動機

及び電磁ブレーキが該当する。これらの機器の概略図を第 7図に示す【後日提示】。 

【以下、火災による影響評価の詳細は、後日提示】 

 

（９）電源供給機能（非常用を除く。）（ＰＳ－３） 

電源供給機能（非常用を除く。）には、一般電源系（受電エリア）が該当する。 

【以下、火災による影響評価の詳細は、後日提示】 

 

（10）プラント計測・制御機能（安全保護機能を除く。）（ＰＳ－３） 

プラント計測・制御機能（安全保護機能を除く。）には、原子炉冷却材温度制御系（関連す

るプロセス計装及び制御用圧縮空気設備を含む。）が該当する。これらの機器の概略図を第 8

図に示す【後日提示】。 

【以下、火災による影響評価の詳細は、後日提示】 

 

（11）制御室外からの安全停止機能（ＭＳ－３） 

制御室外からの安全停止機能には、中央制御室外原子炉停止盤（安全停止に関連するもの）

が該当する。 

【以下、火災による影響評価の詳細は、後日提示】 

 

（12）出力上昇の抑制機能（ＭＳ－３） 

出力上昇の抑制機能には、制御棒引抜きインターロックが該当する。 

【以下、火災による影響評価の詳細は、後日提示】 
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（b） 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機器等に係る火災防護対策【後日提示】 

 

（c） 使用済燃料の冠水等に必要な機器等に係る火災防護対策【後日提示】 
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添付 1 

「原子炉の安全停止」、「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め」、「使用済燃料の冠水等」に必要な機器リスト 

 

第 1表 「原子炉の安全停止」に必要な機器等 

対策：① 審査基準等を参考にした火災防護対策／② 「消防法」や「建築基準法」に基づき、機器等に応じた火災防護対策 

対策の判断基準：ⅰ）環境条件／ⅱ）不燃性材料による構成／ⅲ）フェイルセーフ設計／ⅳ）代替手段           

機器名称 機種 火災による影響 
対 

策 

対策の判断基準 

（〇：該当） 

ⅰ） ⅱ） ⅲ） ⅳ） 

『原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能（ＭＳ－１）』 

制御棒 制御材 

当該機器は、原子炉容器内に設置されており、

環境条件から火災が発生するおそれはなく、その

機能が火災により影響を受けることはない。ま

た、当該機器は、不燃性材料で構成されており、

火災によってその機能に影響が及ぶおそれもな

い。 

② 〇 〇   

制御棒駆動系(駆動機構) 駆動機構 

当該機器等は、フェイルセーフ設計とし、火災

による駆動源の喪失等を考慮しても、原子炉施設

をより安全な状態に移行するか、又は、原子炉施

設の安全上支障がない状態を維持できるように

設計している。なお、火災が発生し、これを検知

した場合、運転員により原子炉を手動スクラムす

ることを定めており、この場合、制御棒は、制御

棒駆動系（駆動機構）から切り離され自重落下及

びスプリング加速により炉心に挿入される。 

②   〇  

制御棒駆動系(上部案内管) 案内管 
当該機器は、不燃性材料で構成されており、火

災によってその機能に影響が及ぶおそれはない。 
②  〇   

制御棒駆動系(下部案内管) 案内管 

当該機器は、原子炉容器内に設置されており、

環境条件から火災が発生するおそれはなく、その

機能が火災により影響を受けることはない。ま

た、当該機器は、不燃性材料で構成されており、

火災によってその機能に影響が及ぶおそれもな

い。 

② 〇 〇   

後備炉停止制御棒 制御材 ② 〇 〇   

後備炉停止制御棒駆動系(駆動機構) 駆動機構 

当該機器等は、フェイルセーフ設計とし、火災

による駆動源の喪失等を考慮しても、原子炉施設

をより安全な状態に移行するか、又は、原子炉施

設の安全上支障がない状態を維持できるように

設計している。なお、火災が発生し、これを検知

した場合、運転員により原子炉を手動スクラムす

ることを定めており、この場合、後備炉停止制御

棒は、後備炉停止制御棒駆動系（駆動機構）から

切り離され自重落下及びスプリング加速により

炉心に挿入される。 

②   〇  

後備炉停止制御棒駆動系(上部案内管) 案内管 
当該機器は、不燃性材料で構成されており、火

災によってその機能に影響が及ぶおそれはない。 
②  〇   

後備炉停止制御棒駆動系(下部案内管) 案内管 

当該機器は、原子炉容器内に設置されており、

環境条件から火災が発生するおそれはなく、その

機能が火災により影響を受けることはない。ま

た、当該機器は、不燃性材料で構成されており、

火災によってその機能に影響が及ぶおそれもな

い。 

② 〇 〇   

『炉心形状の維持機能（ＰＳ－１）』 ※ 原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能の関連系 

炉心支持板 炉心支持構造物 

当該機器は、原子炉容器内に設置されており、

環境条件から火災が発生するおそれはなく、火災

によりその機能が影響を受けることはない。ま

た、当該機器は、不燃性材料で構成されており、

火災によってその機能に影響が及ぶおそれもな

い。 

② 〇 〇   

支持構造物 炉心支持構造物 ② 〇 〇   

バレル構造体 炉心バレル構造物 ② 〇 〇   

炉心燃料集合体 炉心構成要素 ② 〇 〇   

照射燃料集合体 炉心構成要素 ② 〇 〇   

内側反射体 炉心構成要素 ② 〇 〇   

外側反射体(Ａ) 炉心構成要素 ② 〇 〇   

材料照射用反射体 炉心構成要素 ② 〇 〇   

遮へい集合体 炉心構成要素 ② 〇 〇   

照射用実験装置 炉心構成要素 ② 〇 〇   

計測線付実験装置 炉心構成要素 

当該機器の本体は、不燃性材料で構成されてお

り、火災によってその機能に影響が及ぶおそれは

ない。なお、温度等を測定するための計測線が火

災により影響を受けたとしても、炉心形状の維持

機能を喪失することはない。 

②  〇   

『原子炉停止後の除熱機能（ＭＳ－１）』 【以下、後日提示】 
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第 2表 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機器等【後日提示】 

 

第 3表 使用済燃料の冠水等に必要な機器等【後日提示】 
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添付 2 

「原子炉の安全停止」、「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め」、「使用済燃料の冠水等」に必要な機器等に対する 

火災防護対策の整理（ナトリウム燃焼に対する対策を除く。） 

 

第 1表 「原子炉の安全停止」に必要な機器等 

機器名称 

[]内機種 

火災防護対策の概要 

火災の発生防止 火災の感知及び消火 火災の影響軽減 

『原子炉の緊急停止及び未臨界維持機能（ＭＳ－１）』 【以下、後日提示】 

 

 

 

   

 

 

第 2表 放射性物質の貯蔵又は閉じ込めに必要な機器等【後日提示】 

 

第 3表 使用済燃料の冠水等に必要な機器等【後日提示】 
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